
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

災害時における医療救護活動の万全を期すろため、一般社団法人奈良県歯科医師会(以

下「甲」という。)と一般社団法人奈良県歯科衛生士会(以下「乙」という。)は、次のと
おり協定を締結する。

(総則)

第1条この協定は、一般社団法人奈良県歯科医師会防災計画に基づき、甲が災害時に行

う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。

2前項に規定する災害には、集団的に傷病者が発生する重大な事故(大規模な車両事故、

航空機事故等)を含む。

3乙は会員及び関係団体等に対し、第1条第1項に定める医療救護活動が円滑に行われ
るよう、必要な魂整を行う。

(医療救護活動への協力)

第2条甲は、一般社団法人奈良県廣科医師会防災許画に基づき医療救護活動を実施する

必要があると認めろ場合には、乙に対し、菌科衛生士の派遣を要請する。

2乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、速やかに歯科衛生士を、甲に指

定された災害現場等の救護所、救護病院、仮設救譲病院、仮設病棟及び避難所等(以下
「医療敦護施設等」という。)に派遣すろ。

3乙は、災害が発生し、甲と連絡が取れない等の緊急やむを得ない場合には、速やかに

その被害状況について情報収集を行い、その情報により第1条第1項に基づく医療救護

活動実施におけろ補助、協力を実施する必、要が認められたときは、乙の判断により乙の

会員を、菌科医蹄の駐在する医療救護施設等へ派遣する。

4乙は、前項の規定により歯科衛生士を派遣した場合には速やかに甲に報告し、その承
認を得る。

この場合において、甲が承認した歯科衛生士の派遣は、甲の要請に基づく菌科衛生士
の派遣とみなす。

(菌科衛生士の業務)

第3条肯科衛生士の業務は、次のとおりとする。

(1)歯科医師の診療捕助

(2)医師の捕助

(3)避難所等において口腔衛生指導・摂食嘲下指尊

(4)その他必要な事項
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